
令和 7 年 3 月 27 日  
  

名古屋市教育委員会 様 
 

名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議会  
会⻑ ⼟屋 武志  

 
 

柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（答申） 
 

令和 6 年 12 月 24 日付け、6 教教環第 56 号で諮問がありました「柴田小学校と千鳥小学
校及び白水小学校の統合に関する個別プラン」については、「ナゴヤ子どもいきいき学校づ
くり計画」が目指している「子どもたちがいきいきと輝く良好な教育環境」を早期に実現す
るために、子どものことを第一に考えたうえで、次の点に留意して取り組みを進めて下さい。 
 
 
１ ３校統合であることを鑑み、各校の学びを継承・発展させた学校づくりを進めるととも

に、東⻄校舎での統合校開校時及び新校舎完成時による環境の変化に対して、子どもたち
が新しい学校生活に順応していけるよう、開校に向けた取り組みを着実に行うこと。 

 
２ 保護者や地域の声を聴きながら、関係行政機関と連携し、熱中症対策を含む通学の安全

対策に取り組むこと。 
 
３ 統合校の施設整備にあたっては、「子ども中心の学び」を実現できる学習環境の整備を

進めるとともに、地域の特性を踏まえ、防災上の観点を配慮すること。また、跡地活用に
ついて、統合後の保護者や地域のつながりの確保に配慮しながら、関係部局と連携し、活
用方法を検討すること。 

 
 なお、上記の留意点を踏まえた別紙 1「柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に
関する個別プラン（答申）に係る配慮事項について」の事項にも配慮しながら取り組みを進
めてください。 

また、保護者や地域の中には不安の声や統合を望まない声もあるため、今後この統合を進
めるにあたっては、教育委員会として丁寧な説明と対応を行ってください。 
 
 添付資料 
  柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（答申）に係る配慮

事項について（別紙 1） 
  柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（諮問）（別紙 2） 



  柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（答申） 

に係る配慮事項について 

 

１ 新しい学校づくり 

・3 つの学校でそれぞれ取り組んできた学びや取り組みの優れた点を継承・発展させる

とともに、保護者、地域、学校と協力して、子どもたちがいきいきと学ぶことができ

る学校づくりを進められたい。 

・東西校舎での統合校開校時及び新校舎完成時には、通学先が変わったり、児童数が増

えたりすることから、子どもたちが新しい学校生活に順応していけるよう、交流活動

や学校運営の準備など、開校に向けた取り組みを着実に進められたい。 

 

２ 通学の安全 

・子どもたちの安全な登下校のために、警察や土木事務所等の関係行政機関と連携する

とともに、保護者、地域、学校と協力して、交通安全、防犯、熱中症対策等、安全対

策に取り組まれたい。 

 

３ 施設整備の方向性 

・統合校の施設整備にあたっては、「子ども中心の学び」の実現のために、個別最適な学

びや協働的な学びといった観点に配慮した学習環境の整備を進められたい。 

・本地域は、過去の災害被害の状況から、防災意識が非常に高いものと考えられるため、

統合校の施設整備にあたっては、地域の意見を聴きながら、防災機能の充実に配慮さ

れたい。 

・柴田小学校及び千鳥小学校の跡地活用については、統合後の保護者や地域のつながり

の確保に配慮し、子どもから高齢者まで交流や活用ができる、開かれた場所となるよ

う、関係部局と連携し、施設整備と並行して活用方法を検討されたい。 

 別紙 1  



6 教 教 環 第 56 号  
令和 6 年 12 月 24 日  

 
名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議会 
会⻑ ⼟屋 武志 様 
 

名古屋市教育委員会  
 
 

柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（諮問） 
 
 

みだしのことにつきまして、名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議会
条例（令和元年名古屋市条例第 16 号）第 2 条の規定により別添のとおり諮問
いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

別紙２
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柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合に関する個別プラン（諮問） 

 

１ 取り組みを⾏う学校 

（１）対象校１︓柴田小学校（南区・名南中学校ブロック） 

  ①選定理由 
    柴田小学校は小規模校（単学級）であり、今後も小規模校が継続する⾒込みであ

ることから、取り組みを⾏う学校として選定する。 

  ②学級数・児童数（令和 6 年度） 

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 特支 合計 

学級数 １学級 １学級 １学級 １学級 １学級 １学級 2 学級 8 学級 

児童数 28 人 19 人 24 人 14 人 21 人 24 人 6 人 136 人 
  ※特支︓特別支援学級 

  ③未就学児数（令和 6 年度） 

区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

人数 19 人 24 人 27 人 18 人 15 人 25 人 128 人 

④学級数及び児童数の⾒込み 

区分 令和 6 年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

学級数 6 学級 6 学級 6 学級 6 学級 6 学級 6 学級 6 学級 

児童数 130 人 128 人 120 人 118 人 115 人 114 人 100 人 

学級数 2 学級       

児童数 6 人       
  ※下段は特別支援学級の学級数及び児童数を掲げた。 

  ⑤沿革 
   昭和 34 年 1 ⽉ 白水小学校分校として創設 
   昭和 36 年 4 ⽉ 柴田小学校として分離独⽴ 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援学級は設置基準が異なるため令和 7 年度以降は未定 
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（２）対象校２︓千鳥小学校（南区・名南中学校ブロック） 

  ①選定理由 
    千鳥小学校は小規模校であり、今後も小規模校が継続する⾒込みであることから、 
   取り組みを⾏う学校として選定する。 

  ②学級数・児童数（令和 6 年度） 

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 特支 合計 

学級数 2 学級 １学級 １学級 １学級 2 学級 2 学級 2 学級 11 学級 

児童数 43 人 28 人 33 人 27 人 36 人 45 人 11 人 223 人 
  ※特支︓特別支援学級 

  ③未就学児数（令和 6 年度） 

区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

人数 31 人 37 人 35 人 42 人 34 人 30 人 209 人 

④学級数及び児童数の⾒込み 

区分 令和 6 年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

学級数 9 学級 8 学級 7 学級 8 学級 8 学級 9 学級 7 学級 

児童数 212 人 194 人 187 人 192 人 192 人 198 人 184 人 

学級数 2 学級       

児童数 11 人       
  ※下段は特別支援学級の学級数及び児童数を掲げた。 

  ⑤沿革 
   昭和 29 年 4 ⽉ 白水小学校分校として創設 
   昭和 31 年 9 ⽉ 千鳥小学校として分離独⽴ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援学級は設置基準が異なるため令和 7 年度以降は未定 
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（３）相⼿校（関係校）︓白水小学校（南区・名南中学校ブロック） 
① 選定理由 

ア）白水小学校から柴田小学校と千鳥小学校小学校が分離した経緯がある。 
イ）３小学校は同一中学校ブロック（名南中学校）内の学校であり、白水小学校は柴

田小学校と千鳥小学校の両校に隣接している。 
   ウ）今後、11 学級以下の小規模校となる⾒込みである。 

 

  ②学級数・児童数（令和 6 年度） 

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 特支 合計 

学級数 2 学級 2 学級 ２学級 ２学級 ２学級 ２学級 2 学級 14 学級 

児童数 48 人 55 人 44 人 44 人 51 人 45 人 9 人 296 人 
  ※特支︓特別支援学級 

  ③未就学児数（令和 6 年度） 

区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

人数 29 人 34 人 30 人 41 人 46 人 47 人 227 人 

④学級数及び児童数の⾒込み 

区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

学級数 12 学級 12 学級 12 学級 12 学級 11 学級 11 学級 10 学級 

児童数 287 人 298 人 293 人 296 人 284 人 266 人 249 人 

学級数 2 学級       

児童数 9 人       
  ※下段は特別支援学級の学級数及び児童数を掲げた。 

  ⑤沿革 
   昭和 13 年 7 ⽉   笠寺尋常⾼等小学校鳴尾分教場が独⽴し、白水尋常小学校として

開校 
昭和 22 年 4 ⽉   現在の学校教育法による学校として、白水小学校となる 

 
 
 
 
 
 
 

特別支援学級は設置基準が異なるため令和７年度以降は未定 
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２ 取り組みの方法等 

（１）取り組みの方法 
   柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校を統合する。 

（２）統合場所 
現在の白水小学校の場所を統合場所とする。 

    選定理由は以下のとおり。 
①地理的に白水小学校が３学区の中⼼に位置しており、３学区の⼦どもたちの通 

学距離の負担が小さくなる。 
②白水小学校を統合場所した場合、通学距離は市が通学距離の⽬安としている 

２ｋｍ以内となる。 
③他の２校と比べ、白水小学校の敷地面積が広い（白水小学校の敷地面積は

13,012 ㎡） 
     ※柴田小学校の敷地面積は 11,492 ㎡、千鳥小学校の敷地面積は 12,413 ㎡ 

（３）統合校の規模 

  ①学級数・児童数（令和 6 年度の児童数合算、これをもとにした学級数） 

区分 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 特支 合計 

学級数 4 学級 4 学級 3 学級 3 学級 4 学級 ４学級 ４学級 26 学級 

児童数 119 人 102 人 101 人 85 人 108 人 114 人 26 人 655 人 
  ※特支︓特別支援学級 

  ②通学区域内の未就学児数（令和 6 年度の未就学児数合算） 

区分 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

人数 79 人 95 人 92 人 101 人 95 人 102 人 564 人 

③統合を想定した場合の学級数及び児童数の⾒込み 

区分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

学級数 22 学級 22 学級 21 学級 21 学級 20 学級 20 学級 19 学級 

児童数 629 人 620 人 600 人 606 人 591 人 578 人 534 人 

学級数 4 学級       

児童数 26 人       
  ※下段は特別支援学級の学級数及び児童数を掲げた。 

 

 

特別支援学級は設置基準が異なるため令和７年度以降は未定 
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３ 通学区域等 

 （１）通学区域 

    新しい通学区域は、現在の柴田小学校、千鳥小学校及び白水小学校の通学区域と 

   する。 

 （２）通学距離 
区分 学区 現在の通学距離 取り組み後の通学距離 

Ａ（滝春町） 柴田 
柴田小まで約 1.0km 白水小まで約 1.5km 

（参考）千鳥小まで約 2.3km 

Ｂ（元柴田東町） 柴田 
柴田小まで約 0.7km 白水小まで約 1.4km 

（参考）千鳥小まで約 1.6km 

Ｃ（要町５） 千鳥 
千鳥小まで約 1.1km 白水小まで約 1.6km 

（参考）柴田小まで約 2.3km 

Ｄ（天白町５） 千鳥 
千鳥小まで約 0.9km 白水小まで約 1.7km 

（参考）柴田小まで約 2.4km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

白水小まで 
1.6ｋｍ 

Ａ  

白水小まで 
1.5ｋｍ 

白水小学校 

柴田小学校 

千鳥小学校 

Ｂ 

白水小まで 
1.4ｋｍ 

Ｄ 

白水小まで 
1.7ｋｍ 

名南中学校 

３校あわせた通学区域 
各校の通学区域の境界 

※この地図は、地理院地図（GSI Maps）を名古屋市教育委員会教育環境整備課が加工して作成したものです。 
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 （３）安全対策 

    統合の決定後、統合校の開校に向けて、安全点検や地域・交通状況などの特性を 

   踏まえて新しい通学路を設定するとともに、必要な安全対策について関係⾏政機関 

   と連携を図り、通学の安全確保に取り組む。 

  （取り組みの例） 
    信号機や歩道橋の設置状況を踏まえた通学路の検討、歩⾏者⽤信号機やガード 
   レールなどの安全施設設置の検討、注意標識設置の検討、交通指導員配置の検討、 
   地域ボランティア等⾒守り活動への協⼒依頼や実施検討、通学練習会実施の検討等 
 

４ 施設整備の方向性 

  統合にあわせて、現在の白水小学校の校舎、体育館を取り壊し、新築する。また、プ

ールは改修する。 

（統合校での施設整備例） 

○学びの充実に向けた柔軟で創造的な学習空間 

・教室と一体となったワークスペースの設置 

・調べ学習、自主・自発的な学習を手助けする図書室兼メディアスペースの整備 

○新しい生活様式を踏まえた健やかな学習・生活空間 

・内装の木質化 

・体育館等への空調設置、屋上や壁の断熱化、LED 照明化 

・バリアフリー化（エレベーター、スロープ、バリアフリートイレの設置 等） 

  ○防災機能の確保 

  ・津波や⾼潮被害を想定した校舎屋上の活⽤（屋上への避難階段設置 等） 

  ・埋設給排水管の耐震対策 
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５ 今後のスケジュール（想定） 

  統合校を整備する場合、両校児童の安⼼・安全な学校生活が確保できるような学校運

営等を前提とした検討が必要となる。 

  以下は、これまでの事例を踏まえ、想定されるスケジュールである。 
 
  審議会からの答申後、速やかに保護者・地域への説明・協議を⾏い、教育委員会が統

合を決定する（６か⽉以内を⽬標とする。）。 

 
 
  統合校の開校に向けた新しい学校づくり   新しい学校づくりと並⾏して統合校 

  （校名・校章や通学安全等の検討など）   の新築⼯事の設計を⾏う。 

  の協議と児童相互の交流活動を進める。   （２年程度） 
 
 

  統合校を開校する。新築⼯事の期間中は   現在の白水小学校の場所で、統合校 

  現在の柴田小学校と千鳥小学校の場所に   の新築⼯事を⾏う。 

分かれて運営する。             （３年程度） 
 
 

    新築⼯事の完了とともに、新校舎（現在の白水小学校の場所）へ移転する。 

 

（参考）新築⼯事開始以降の児童の通学先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 白水小学区の児童は、原則として、比較的教室数に余裕がある東校舎へ通学する。 

ただし、通学距離等の観点から、安⼼・安全上の理由がある場合は、⻄校舎を選択して

通学できるものとする。 

区分 統合校の新築⼯事中 完成後

柴田小学校の
通学区域の児童

統合校 ⻄校舎
(柴田小の場所)へ通学

千鳥小学校の
通学区域の児童

統合校 東校舎
(千鳥小の場所)へ通学

白水小学校の
通学区域の児童

統合校 東校舎
(千鳥小の場所)へ通学(※)

統合校 新校舎
(白水小の場所)へ通学



 

〇これまでの主な経緯 

 

時 期 内 容 

令和元～５年度 ＰＴＡ役員、地域代表者と統合について協議 

令和５年１０月～ 

統合案の地域説明を始める旨、ＰＴＡ役員、地域代表者 

へ説明 

令和６年 ２月 統合案を保護者、地域住民へ配布（回覧）、意見聴取 

６月 

統合案に対する意見への教育委員会の考え方を保護者、 

地域住民へ配布 

７月 保護者（小学生）意見交換会を開催 

８月 保護者（未就学児）意見交換会を開催 

９月 意見交換会の結果をＰＴＡ役員、地域代表者へ説明 

１０月 意見交換会の結果を小学生、未就学児の保護者へ配布 

 

参考資料１





令和６年２月に「柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合（案）について」の資料を該当校の保護

者と地域の皆様に配布または回覧させていただきました。資料に対していただいたご意見等に関し、教育

委員会の考え方をまとめました。詳細な内容は「柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合（案）に対

するご意見・ご質問と教育委員会の考え方について（詳細版）」を下記 URL か QR コードでご覧ください。 

※ご意見については、同様の趣旨ものが多数ありましたので、ご意見の内容をまとめて作成させていただいております。 

 

 

 

 

 

【統合案について】 

 

 

 

 

A  白水小を分割して柴田小と千鳥小に分ける

場合、少子化により児童数の減少傾向が続く

中、再び小規模校になってしまう恐れがありま

す。 

また、名南中まで統合に含めると、学級数が

小中合わせて３０学級近い大規模校になって

しまいます。敷地面積を考えると統合場所は

名南中（あるいは名南中と千鳥小両方）が想定

されますが、柴田学区の児童の通学距離が目

安とする２㎞を超えてしまいます。 

以上から、白水小の場所での３校統合が通

学距離や学校規模の面で望ましいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通学距離・登下校について】 

 

 

 

 

A  本市では、小学校と中学校の通学は徒歩を

基本とし、小学校は概ね２㎞、中学校は概ね

3km を目安としています。３つの学区から白

水小の場所までは、いずれも２㎞を超えない

ことから、まずは子どもたちが徒歩で安心して

通学できる方策について検討したいと考えて

います。 

通学の安全対策については、統合の前年度

までに、両校の保護者や地域の方々とともに、

具体的な通学路の設定とその安全対策につい

て検討します。また、子どもたちの通学練習会

等、交通安全指導にも取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田小学校と千鳥小学校及び白水小学校の統合（案）に対するご意見・ご質問と 

教育委員会の考え方について（概要版） 

統合案資料（２月配布）と教育委員会の考え方（詳細版） 
https://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000175465.html 
 
（参考）丸の内小アンケート結果（詳細版） 
https://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000172481.html 
 

Q  通学距離が長くなり荷物も重く子どもの負

担が大きいのでは？通学途中の交通事故の

危険が高く心配です。 

Q  白水小での３校統合以外の案はないです

か？白水小を分割し２校で統合する案や名

南中も含めた小中一貫校はどうですか？ 

◆「止まれシール」の設置 ◆歩車分離式信号機（押しボタン式）の設置 

（参考）他の統合校での通学安全対策の実施例 

PTA 役員の皆さん、学校、教育委員会で、横断歩
道の手前などに「止まれシール」を貼りました。 

警察と協議して、交通量の多い交差点に、歩車分離
式信号を設置しました。 

参考資料３ 

(R6.6 保護者、地域配布) 

http://#
http://#


【今後の見通しについて】 

A  下の資料は最短で統合決定をした場合の想定で

す。スケジュールの目安としてお考えください。（統

合決定していない現段階では明確な時期をお伝え

することはできません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新校舎工事中に通学する学校について】 

A  新校舎工事中に通学する学校については、原則

白水小の児童全員が、教室がたくさんある千鳥小

に通うこととし、柴田小の児童はそのまま柴田小に

通学することを検討しています。なお、白水小の児

童のうち、柴田小に通う方が通学距離や安全面等

のご事情がある場合は、柴田小も選択できること

を検討しています。 

統合への子どもたちの不安を解消するため、統

合前から合同で遠足や野外教育活動を行うなど、

児童の交流活動を行ってまいります。 

 

また、交流活動として合同でレクリエーション

を行うこともあります。統合後も子どもたちがス

ムーズに学校生活を始められるよう、クラス編成

に配慮したり、スクールカウンセラーの配置時間

を増やしたりするなど、子どもたちの学校生活が

軌道に乗るまで、配慮してまいります。 
 

【跡地活用について】 

A  跡地の活用方法は、統合の決定後、地域に

必要な避難所機能など地域の関係者等のご意

見もお聞きした上で、関係部局とも連携を図

りながら全市的な視点で検討してまいります。 

本市ではこれまで５つの統合校を開校しま

したが、跡地となった７か所の旧小学校は、統

合後もすべて指定避難所となっています。 

 

Q  何年後に新しい学校に通うのですか？ 

統合（案）について、ご意見等ありましたら、下記まで
ご連絡ください。 

名古屋市教育委員会 教育環境整備課 

電話 052-972-3282 

ファックス 052-972-4176 

E-mail:a3282@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 

Q  跡地活用も一体に検討してほしいです。

跡地は防災センターとして地域活用できる

建物を建設してほしいです。 

Q  白水の子が分かれないようにしてほしいです。

東校舎・西校舎を選べるようにするなど、子ども

の気持ちを最優先で検討し、子どもの不安を解消

してほしいです。 

◆（児童）丸の内小学校になって人数が 

増えましたが、そのことをどう思いますか。 

◆（保護者）お子様は丸の内小学校に 

慣れたように感じますか。 

（参考）R5.4 に統合した中区丸の内小学校でのアンケート結果（R5.12 実施） 

約７割の児童が
「良かった」と回

答しており、「ま
あまあ良かった」
と回答した児童と

合わせると約９割
の結果となりまし
た。 

約８割の保護者
が「慣れた」と

回答しており、
「どちらかとい
えば慣れた」と

回答する保護者
と合わせると９
割を超える結果

となりました。 

（参考）統合後の跡地活用の事例 

校舎はシェアオフィス等に活用されています。 
体育館は指定避難所に指定され、地域活動にも利
用されています。 

◆シェアオフィス等での活用【旧那古野小（西区）】 

シェアオフィスの体育館 

http://#

